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○建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領 

平成23年９月16日告示第61号 

建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、日出町と建設工事（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定す

る建設工事をいう。以下同じ。）に係る工事請負契約（以下「請負契約」という。）を締結して

いる請負者（以下「請負者」という。）が、平成20年10月17日付け国総建第197号等通知に基づく

地域建設業経営強化融資制度（以下「地域建設業経営強化融資制度」という。）、平成11年１月

28日付け建設省経振発第８号等通知に基づく下請セーフティネット債務保証事業又は大分県建設

業育成資金貸付要綱（昭和50年９月11日制定）に基づく大分県建設業育成資金を利用する場合に

おける日出町公共工事請負契約約款（平成10年告示第４号。以下「約款」という。）第５条第１

項ただし書に基づく工事請負代金債権の譲渡（以下「債権譲渡」という。）の承諾手続に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（債権譲渡の対象債権） 

第２条 債権譲渡の対象となる債権は、日出町が発注する建設工事の工事請負代金債権とする。た

だし、次に掲げる建設工事に係るものは除く。 

(１) 債務負担行為、歳出予算の繰越し等により工期が複数年度にまたがる工事。ただし、次に

掲げる工事を除く。 

ア 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事 

イ 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事 

(２) その他請負者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な事由があ

る工事 

（債権譲渡先） 

第３条 債権譲渡先は、次に掲げる者とする。ただし、第２号に掲げる者にあっては、地域建設業

経営強化融資制度を利用する場合に限る。 

(１) 杵築速見地区建設業協同組合 

(２) 株式会社建設総合サービス 

（譲渡債権の範囲） 

第４条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該建設工事が完成した場合は、工事請負代金額か

ら前払金、中間前払金、部分払金及び当該請負契約により発生する日出町の請求権に基づく金額
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を控除した額とする。ただし、当該請負契約が解除された場合は、約款第50条第１項の出来形部

分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払

金、部分払金及び当該請負契約により発生する違約金等の日出町の請求権に基づく金額を控除し

た額とする。 

２ 当該請負契約の変更契約により工事請負代金額に増減が生じた場合の工事請負代金額及び債権

譲渡額は、変更後の金額とする。 

（債権譲渡の承諾時期） 

第５条 契約担当者が債権譲渡の承諾を行う時期は、地域建設業経営強化融資制度を利用する場合

は、当該建設工事の出来高（第２条第１号アにあっては、最終年度の工事に係る出来高）が２分

の１以上に到達したと認められる日以降とする。 

（履行保証との関係） 

第６条 請負者は、履行保証に係る保証委託契約約款等（以下「保証委託契約約款等」という。）

において工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合は、あらかじめ

保証人等の承諾を得なければならない。 

（融資時の出来高確認） 

第７条 融資時の譲渡債権の担保価値を査定するために出来高確認が必要な場合は、債権譲渡先が

当該出来高確認を行うものとする。 

２ 前項の場合において、債権譲渡先からの問合せがあったときは、契約担当者は、把握している

出来高に係る情報を提供するものとする。 

（債権譲渡の申請書類） 

第８条 債権譲渡の承諾の申請をしようとする請負者は、次の書類を契約担当者に提出しなければ

ならない。 

(１) 工事請負代金債権譲渡承諾申請書（様式第１号） ３通 

(２) 地域建設業経営強化融資制度を利用する場合は、工事履行報告書（様式第２号） １通 

(３) 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とさ

れる場合は、保証人等の承諾書１通 

（債権譲渡の承諾手続等） 

第９条 契約担当者は、前条の書類を受理し、申請時点の譲渡対象債権の金額が当該請負契約に基

づき請負者が請求できる債権金額と一致していること等を確認したうえで、速やかに承諾のため

の手続を行うものとする。 
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２ 契約担当者は、前項の手続により債権譲渡を承諾する場合は、債権譲渡承諾書（様式第３号）

を３通作成し、１通を当該建設工事の原議に添付し、２通を請負者に交付するものとする。この

場合において、請負者は、交付された承諾書のうち１通を債権譲渡先に送付するものとする。 

３ 契約担当者は、債権譲渡の申請に係る工事請負代金債権が第２条に規定する債権に該当しない

場合又は申請書類の確認により承諾を行うことが不適当と認められる場合は、承諾を行わないも

のとする。 

４ 債権譲渡の承諾を受けた請負者は、債権譲渡先と債権譲渡契約を締結したときは、速やかに債

権譲渡通知書（様式第４号）及び債権譲渡契約書の写し（次項において「譲渡通知書等」という。）

を契約担当者に提出するものとする。 

５ 契約担当者は、前項の規定による提出を受けたときは、譲渡通知書等に記載されている債権譲

渡の金額等を確認のうえ譲渡通知書等を受理し、原議に添付するものとする。 

６ 請負者は、債権譲渡後において、当該請負契約の変更契約を締結した場合は、遅滞なく債権譲

渡先に対して変更契約書の写しを提出しなければならない。 

７ 契約担当者は、工事が完成し、約款第31条の規定により完成検査及び工事目的物の引渡しが完

了した後に、債権譲渡先から約款第32条の規定により工事請負代金の請求があった場合は、債権

譲渡された第４条の工事請負代金債権の額を債権譲渡先が指定する口座に振込むものとする。 

８ 契約担当者は、当該請負契約が解除された場合において、約款第50条第１項の規定により出来

形部分に相応する工事請負代金を支払うときは、債権譲渡された第４条の工事請負代金債権の額

を債権譲渡先に支払うものとする。 

９ 請負者及び債権譲渡先は、債権譲渡が行われた日以後は、約款第34条に基づく前金払及び中間

前金払並びに約款第37条に基づく部分払を請求することができないものとする。 

附 則 

１ この要領は、公示の日から施行する。 

２ この要領のうち地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱は、平成24年３月末日までの間に

限り行うものとする。 

様式第１号（第８条関係） 

様式第２号（第８条関係） 

様式第３号（第９条関係） 

様式第４号（第９条関係） 



様式第１号（第８条関係） 

工事請負代金債権譲渡承諾申請書 

   

年  月  日 

 

契約担当者          様 

 

請負者 

（譲渡人） 住 所                 

商号又は名称 

代表者氏名               印 

 

（譲受人） 住    所 

商号又は名称 

代表者氏名               印 

 

 

請負者（以下「甲」という。）が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を 

（以下「乙」という。）に譲渡することにつき、日出町建設工事請負契約約款第５条

第１項ただし書による承諾を得たいので申請します。 

乙は、本譲渡債権を担保として、甲に対し下記の制度により当該工事の施工に必要な資金を融資する

とともに、地域建設業経営強化融資制度を利用する場合には担保の余剰をもって保証事業会社が有する

金融保証に係る求償権を担保するものとします。 

なお、建設工事請負契約書に定められた瑕疵担保責任は当然のことながら甲に留保されることを申し

添えます。 

また、甲及び乙は建設工事請負契約書に定められた前金払、中間前金払及び部分払は、貴殿による承

諾以降は請求しません。 

 

記 

 
１ 工 事 名 

２ 工事場所 

３ 工  期      自     年   月   日 

（現時点）      至     年   月   日 

４ 債権譲渡額 

（１） 工事請負代金額          円 

（ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額） 

－（２） 前 払 金 額          円 

－（３） 中間前払金額 

   及び部分払金額          円 

（４） 債 権 譲 渡 額          円（    年  月  日現在） 

（ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額） 

 

５ 活用する予定の融資制度（複数可） 

（１）地域建設業経営強化融資制度 

（２）下請セーフティネット債務保証事業 

（３）大分県建設業育成資金 

 

６ 添付書類 

（１）工事履行報告書（地域建設業経営強化融資制度を利用する場合） 

（２）保証人等の承諾書（保証委託契約約款等において承諾が必要な場合） 

 

 



様式第３号（第９条関係） 

債 権 譲 渡 承 諾 書 

     

第     号 

  年  月  日 

 

（甲）            様 

 

（乙）            様 

 

 

契約担当者             印 

 

 

年  月  日付けで申請がありました工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡

債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記の条件を付して、日出

町公共工事請負契約約款（以下「約款」という。）第５条第１項ただし書の規定により承諾します。 

なお、本承諾によって、約款第４４条に規定する甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し

添えます。 

また、甲及び乙は約款に定められた前金払、中間前金払及び部分払は、本承諾以降は請求できないも

のとします。 

 

 

記 

 
 
１ 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び

本件工事請負契約により発生する日出町の請求権に基づく金額を控除した額とします。 

ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、約款第５０条第１項に規定する出来形部

分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から、前払金、中間前払金、

部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の日出町の請求権に基づく金額を控除した額

とします。 

なお、変更契約により工事請負代金額に増減が生じた場合には、工事請負代金債権譲渡承諾申請書

４の（１）及び（４）の金額は変更後の金額とします。 

２ 甲及び乙は債権譲渡契約を締結しなければならず、締結後は債権譲渡契約書の写しを添えて、速や

かに連署にて契約担当者に債権譲渡通知書（様式第３号）を提出してください。 

３  本件譲渡債権は、乙の甲に対する本件工事に係る貸付金及び地域建設業経営強化融資制度を利用す

る場合に保証事業会社が本件工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するもの

であって、それら以外の債権を担保するものではありません。 

４ 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定し、その他債権の帰属若し

くは行使を害すべき行為を行うことはできません。 

５ 地域建設業経営強化融資制度を利用する場合には、保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権

の担保に関しては乙が責任を持って行うこととし、契約担当者は関与しません。 

６  甲は、変更契約により請負代金額に増減が生じた場合には、変更契約書の写しを遅滞なく乙に提出

しなければなりません。 



様式第４号（第９条関係） 

 

債 権 譲 渡 通 知 書 

 

  年  月  日 

 

契約担当者            様 

 

 

請負者 

（譲渡人） 住 所                 

商号又は名称 

代表者氏名               印 

 

（譲受人） 住    所 

商号又は名称 

代表者氏名               印 

 

 

  年  月  日付けで承諾があった下記工事請負代金債権の譲渡については、  年  月  

日付けで債権譲渡契約を締結しましたので、譲渡人、譲受人連署のうえ通知します。 

よって、下記工事請負代金債権につきましては、今後は譲受人の指定する口座に振り込んでくださ

い。 

 

 

記 

 

［債権譲渡した工事請負代金債権］ 

１ 工 事 名 

２ 工事場所 

３ 工    期      自      年   月   日  

（現時点）      至      年   月   日 

４ 債権譲渡額 

 

（１）工事請負代金額            円 

（ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額） 

－（２）前 払 金 額            円 

－（３）中間前払金額 

    及び部分払金額            円 

 

（４）債 権 譲 渡 額            円（    年  月  日現在） 

（ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額） 

５ 添付書類 

債権譲渡契約書（写） 



様式第２号（第８条関係） 

工 事 履 行 報 告 書 

 

工  事  名  

工    期  

日    付  

月    別 
予定工程（％） 

（ ）は工程変更後 
実施工程（％） 備     考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（記事欄） 

 

 

 

 

 

監督員確認欄 

 

 

 

 


